
父母　１

配偶者　二

甥姪　三

兄弟姉妹 二

配偶者　一

父母　一

配偶者

祖父母　二

曽祖父母 三

伯叔父母 三

来孫　５

昆孫　６

玄孫　４

姪孫　４

配偶者　三 曽孫　３ 曽姪孫　５

玄姪孫　６

配偶者　二

配偶者　三子　１

孫　２

高祖父母の祖父母６

従兄弟姉妹４

配偶者　三 伯叔父母 ３

高祖父母 ４

本人

曽祖伯叔父母５

従祖伯叔父母６ 祖父母　２

曽祖父母 ３

親 族 図

※

※ 申請者名を本人欄に記入し、作成してください。

「親族」とは、民法第７２５条に規定する親族（６親等以内の血族、配偶者、３親等以内の姻族）
を指します。

高祖父母の父母５

伯叔従父母 ５伯叔祖父母 ４

（凡例）　算用数字：血族の親等、漢数字：姻族の親等

再従兄弟姉妹６

高祖伯叔父母６

兄弟姉妹 ２

従姪　５

従姪孫　６

甥姪　３


